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株主各位

証券コード　7247
令和７年６月６日

株 主 各 位
東京都千代田区外神田六丁目13番11号

代表取締役社長 生 田 久 貴
第103回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第103回定時株主総会を開催いたしますので、下記のとおりご案内申しあ
げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
　https://www.mikuni.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「株式について」「株
主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ミクニ」または「コー
ド」に当社証券コード「7247」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択し
て、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/7247/teiji/

なお、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行使等についてのご案内」
（３～４頁）をご参照のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 令和７年６月26日（木曜日）午前10時(受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都千代田区外神田六丁目13番11号

ミクニビル　２階　ミクニホール
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第103期（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）事業報告、連結

計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第103期（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）計算書類報告の

件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

記

以　上

●事前に郵送やインターネットで議決権を行使いただくこともできます。
　ご自身の健康状態にご留意いただき、体調がすぐれない場合等にはご無理をなさらず、ご来場を見合わ
せていただくことをご検討ください。

●書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない
場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

●本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面を
お送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第
14条第２項の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

　　①事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制
の運用状況に関する事項」

　　②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　③計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　なお、会計監査人及び監査役は、上記事項を含む監査対象書類を監査しております。
●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、
修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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議決権行使等についてのご案内

株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

日 時
　 令和 7 年 6 月26日(木曜日)午前10時(受付開始：午前9時)　

場 所
　 東京都千代田区外神田六丁目13番11号

ミクニビル　２階　ミクニホール
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

郵送で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のう
え、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限
　 令和 7 年 6 月25日(水曜日)午後５時35分到着分まで　

インターネットで議決権を行使される場合

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使して
いただきますようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使の
お手続きはいずれも不要です。

行使期限
　 令和 7 年 6 月25日(水曜日)午後５時35分まで　

議決権行使等についてのご案内
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

１．議決権行使サイトについて
（１）インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決

権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実施
可能です。（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）

（２）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを
設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利用の
場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

（３）インターネットによる議決権行使は、令和７年６月25日（水曜日）の午後５時35分まで受け
付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスク
へお問い合わせください。

－ 3 －
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議決権行使等についてのご案内

シ ス テ ム 等 に 関 す る
お 問 い 合 わ せ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話０１２０―１７３―０２７（通話料無料）

受付時間 午前９時から午後９時まで

２．インターネットによる議決権行使方法について
（１）パソコンによる方法

・議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載され
た「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入
力ください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止
するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いす
ることになりますのでご了承ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
（２）スマートフォンによる方法
　　　・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ること

で、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
　　　　（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）

・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコードで
のログインが出来ない場合には、上記２．（１）パソコンによる方法にて議決権行使を行っ
てください。

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
（１）郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決

権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
（２）インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有

効とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様
のご負担となります。

－ 4 －
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
当社は当期の業績と今後の事業展開を勘案し、中長期の視点から安定的に成果の配分を行うことを

剰余金の配当等の基本方針としております。
上記の方針に基づいて、総合的に検討した結果、当期の期末配当につきましては以下のとおりとい

たしたいと存じます。

①　配当財産の種類
金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金８円といたしたいと存じます。
また、この場合の配当総額は、272,100,424円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
令和７年６月27日といたします。

なお、当期の年間配当金は、中間配当金６円と合わせて1株につき14円となります。

－ 5 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株
式 の 数

再任

１

　

（ 昭和37年
11月30日 ）

いく

生
た

田
 

　
ひさ

久
たか

貴

　

昭和    61年    4 月 三菱商事株式会社入社
平成    13年    6 月 当社入社　取締役　マーケティング本部

第二マーケティング・セールス部長
平成    14年    6 月 同取締役　執行役員マーケティング本部

第二マーケティング・セールス部長
平成    15年    4 月 同取締役　常務執行役員

ライフテック事業部長
平成    16年    7 月 同取締役　専務執行役員

ライフテック事業部長
平成    17年    6 月 同代表取締役　執行役員副社長

経営企画・管理本部長
平成    20年    6 月 同代表取締役社長　（現任）
平成    26年    3 月 同COO　（現任）
平成    29年    6 月 同CEO　（現任）
平成    30年    11月 同指名・報酬諮問委員会委員　（現任）
令和    4 年    4 月 同サステナビリティ委員会委員長　（現任）

494,500株

＜取締役候補者とした理由＞
同氏は当社のCEO（最高経営責任者）及びCOO（最高執行責任者）として当社の活動を牽引してまいりまし
た。経営全般に関する豊富な経験と幅広い知見を活かし、今後も取締役としての職務を適切に遂行していただ
けるものと判断したため、取締役候補者といたしました。

第２号議案　取締役8名選任の件
取締役10名（全員）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役8名（うち女性１名）の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役

会における意思決定の迅速化を図るため、取締役を2名減員することといたします。
取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 6 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株
式 の 数

再任

２

（ 昭和35年
3月15日 ）

ふじ

藤
わら

原
 

　
きよ

清
し

志

　

昭和    57年    3 月 マツダ株式会社入社
平成    20年    11月 同執行役員パワートレイン開発本部長・パワ

ートレイン企画部長
平成    25年    6 月 同常務執行役員ビジネス戦略・商品・デザイ

ン・コスト革新担当
平成    28年    6 月 同取締役専務執行役員研究開発・MDI統括、

コスト革新担当
平成    30年    6 月 同代表取締役副社長執行役員社長補佐、北米

事業・研究開発・MDI統括
令和    3 年    6 月 同代表取締役副社長執行役員・兼COO、イノ

ベーション・カーボンニュートラル・協業・
新事業統括

令和    5 年    6 月 当社社外取締役　（現任）

―

（重要な兼職の状況）
合同会社Office F Vision　代表社員
SETO iS POWER株式会社　代表取締役

＜取締役候補者とした理由＞
同氏は自動車メーカーにおいて代表取締役、パワートレインの開発責任者、北米事業の責任者を歴任し、会社
の経営、技術及びカーボンニュートラルに関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。こうした経験や
知見を活かし令和５年６月より当社社外取締役を務め、適切な助言を適時行っていただいております。今後も
取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、取締役候補者といたしました。

再任

３

　
（ 昭和35年

10月7日 ）
ふじ

藤
もり

森
 

　
さとし

聰

　

昭和    58年    4 月 当社入社
平成    16年    7 月 ミクニ　アメリカン　コーポレーション代表

取締役
平成    24年    4 月 当社経営企画・管理本部副本部長
平成    25年    6 月 同執行役員　欧米地域統括　事業連携担当　

ミクニ　アメリカン　コーポレーション代表
取締役社長

平成    31年    4 月 当社常務執行役員　（現任）
モビリティ事業本部長

令和    3 年    6 月 同取締役 CFO　コーポレート本部長　コンプ
ライアンス委員会委員長　（現任）

令和    5 年    4 月 同商社事業担当、ガステクノ事業担当　（現
任）

令和    5 年    6 月 同CSO　（現任）
令和    7 年    1 月 同投資諮問委員会委員　（現任）

32,000株

＜取締役候補者とした理由＞
同氏は当社の事業部門の要職や海外現地法人の代表取締役を歴任し、CFO（最高財務責任者）及びCSO（最
高戦略責任者）として重要な経営判断や意思決定を適切に行ってまいりました。こうした経験を活かし、今後
も取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、取締役候補者といたしました。

－ 7 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株
式 の 数

新任

４

　

（ 昭和37年
2月22日 ）

おお

大
いし

石
 

　
あつ

敦
ひこ

彦

　

昭和    59年    4 月 当社入社
平成    24年    4 月 同生産本部　グローバル生産企画　生産企画

グループ部長
平成    25年    4 月 同生産本部　製造技術統括センター部長
平成    28年    4 月 同生産本部　生産企画センター部長
平成    30年    4 月 ミクニインディア　プライベートリミテッド

取締役副社長
平成    31年    4 月 当社執行役員　品質保証本部長兼品質企画室

長
令和    5 年    4 月 同執行役員　品質保証本部長
令和    7 年    4 月 同常務執行役員　品質保証本部長　サステナ

ビリティ委員会運営統括（現任）

8,800株

＜取締役候補者とした理由＞
同氏は当社の生産部門の要職や海外現地法人の取締役を歴任し、生産及び品質に関する豊富な経験と幅広い知
見を有しております。こうした経験や知見を活かし、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと
期待したため、新任取締役候補者といたしました。

再任

社外

独立

5

　
（ 昭和27年

1月23日 ）
やま

山
だ

田
 

　
ひで

秀
お

雄

　

昭和    59年    4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
平成    4 年    4 月 山田秀雄法律事務所開設
平成    17年    1 月 山田・尾﨑法律事務所（名称変更）
平成    19年    6 月 当社社外監査役
平成    26年    4 月 第二東京弁護士会 会長
平成    26年    4 月 日本弁護士連合会 副会長
平成    28年    6 月 当社社外取締役　（現任）
平成    30年    11月 同指名・報酬諮問委員会委員
令和    5 年    6 月 同指名・報酬諮問委員会委員長　（現任） ―

（重要な兼職の状況）
山田・尾﨑法律事務所　代表弁護士
ヒューリック株式会社　社外取締役
サトーホールディングス株式会社　社外取締役
公益財団法人 橘秋子記念財団　理事長
吉本興業ホールディングス株式会社　社外取締役

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
同氏は弁護士として豊富な経験と高い見識を有し、主に法律的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助
言等を行っていただいております。同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経
営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、今後も取締役としての職務を適切に遂行していただ
けるものと判断したため、社外取締役候補者といたしました。

－ 8 －
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取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株
式 の 数

再任

社外

独立

6

　
（ 昭和19年

3月25日 ）
すず

鈴
き

木
 

　
たか

孝
お

男

　

昭和    42年    4 月 通商産業省（現 経済産業省）入省
昭和    63年    6 月 同機械情報産業局自動車課長
平成    7 年    6 月 同環境立地局長
平成    10年    7 月 社団法人日本自動車工業会副会長 兼 専務理事
平成    20年    7 月 三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役副

会長
平成    21年    3 月 同取締役会長
平成    28年    6 月 当社社外取締役　（現任）
平成    30年    11月 同指名・報酬諮問委員会委員　（現任） 1,000株

（重要な兼職の状況）
株式会社キムラタン　社外取締役

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
同氏は経済産業省において培った高い見識と自動車メーカーにおける経営者としての経験を有し、特に自動車
業界に関する専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行っていただいております。今後も
取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役候補者といたしました。

再任

社外

独立

7

　

（ 昭和39年
5月10日 ）

しい

椎
な

名
 

　
しげる

茂

　

平成    3 年    10月 NEC株式会社 入社 中央研究所 AI研究員
平成    11年    5 月 KPMGグローバルソリューション株式会社
平成    19年    7 月 べリングポイント株式会社 常務執行役員
平成    24年    7 月 プライスウォーターハウスクーパース株式会

社 代表取締役社長
平成    28年    6 月 KPMGコンサルティング株式会社 代表取締役

副社長
令和    2 年    3 月 Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. CEO
令和    2 年    6 月 当社社外取締役　（現任）
令和    7 年    1 月 同投資諮問委員会委員長　（現任） ―

（重要な兼職の状況）
慶應義塾大学理工学部　訪問教授
公益財団法人 日本障害者スキー連盟　会長/理事
マーヴェリック株式会社　代表取締役
株式会社ホットリンク　社外取締役
株式会社TAKARA & COMPANY　社外取締役
C Channel株式会社　社外監査役

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
同氏はコンサルティング会社において培った情報技術に関する高い見識と経営者としての豊富な経験を有し、
その専門性に基づいた観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行っていただいております。今後も
取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役候補者といたしました。

－ 9 －



2025/05/26 20:29:34 / 24181112_株式会社ミクニ_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社株
式 の 数

再任

社外

独立

8

　
（ 昭和33年

11月6日 ）
しら

白
いし

石
 

　
ま

真
すみ

澄

　

昭和    53年    4 月 大阪府勤務（農林水産部）
昭和    62年    4 月 株式会社西武百貨店
平成    元 年    5 月 株式会社ニッセイ基礎研究所
平成    18年    4 月 東洋大学経済学部社会経済システム学科教授
平成    19年    4 月 関西大学政策創造学部　教授
令和    4 年    6 月 当社社外取締役　（現任）

―
（重要な兼職の状況）

リョーサン菱洋ホールディングス株式会社　社外取締役
イーサポートリンク株式会社　社外取締役

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要＞
同氏は学識経験者として高い見識を有し、民間企業や公職を通じて培った幅広い知見と豊富な経験を活かし
て、多角的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を行っていただいております。同氏は過去に社
外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由に
より、今後も取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役候補者といた
しました。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．山田秀雄氏、鈴木孝男氏、椎名 茂氏、白石真澄氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

⑴　山田秀雄氏及び鈴木孝男氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年
となります。

　　椎名 茂氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
　　白石真澄氏の当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
⑵　社外取締役候補者は、現在及び過去10年間には当社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第

３項第19号の規定）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定）又は役員（業務執行者であるも
のを除く。）となってはおりません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の
譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に社外取締役又は監査
役でなく、かつ業務執行者であったことはありません。

⑶　山田秀雄氏は、過去に当社の非業務執行の役員でありました。
⑷　社外取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定は

なく、また、過去２年間に受けていたこともありません。
⑸　社外取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内

の親族その他これに準ずる者ではありません。
⑹　社外取締役との責任限定契約について

当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社外取締役候補者 山田秀
雄氏、鈴木孝男氏、椎名 茂氏、白石真澄氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款第28条に基
づき同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。４氏が取締役に再任された

－ 10 －
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取締役選任議案

場合には、当社との間で当該契約を継続する予定であります。
当該責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。

「社外取締役の当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金１百万円以上であらかじめ定めた額又は法令
が規定する額のいずれか高い額とする。」

⑺　当社は、社外取締役候補者 山田秀雄氏、鈴木孝男氏、椎名 茂氏、白石真澄氏を東京証券取引所の
定めに基づく独立役員に指定しております。４氏が社外取締役に再任された場合には、引き続き独立
役員に指定する予定であります。

４．役員等賠償責任保険契約
　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おります。当該保険契約の内容の概要は、当社取締役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任
を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契
約により保険会社が補填するものであります。各取締役候補者の選任が承認されますと当該保険契約
の被保険者となります。

　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 11 －
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監査役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

再任

１

（ 昭和36年
10月16日）
すず

鈴
き

木
 

　
かず

和
しげ

重

　

平成 3 年 7 月 当社入社

8,700株

平成18年 7 月 同経営企画・管理本部　コーポレートサ
ポート室長 兼 法務室長

平成22年 3 月 株式会社ミクニザイマス　代表取締役
平成26年 4 月 当社秘書室長
平成27年 6 月 同秘書室長　監査役補助人
令和 ３年 ６月 同常勤監査役　（現任）

＜監査役候補者とした理由＞
同氏は当社の管理部門の要職及び国内グループ会社の代表取締役等を歴任し、財務及び会計に関
する知見を有しております。こうした経験や知見を活かし、令和３年6月から監査役として取締役
の職務の執行を公正に監査しております。今後も監査役の職務を適切に遂行していただけるもの
と判断したため、監査役候補者といたしました。

新任

社外

独立

２

（ 昭和38年
10月8日 ）

お

小
の

野
ざき

崎
 

　
たけし

毅

　

昭和61年 4 月 株式会社横浜銀行入行

―

平成18年11月 同恵比寿支店長
平成27年 4 月 同理事　戸塚支店長
平成28年 4 月 同執行役員　鶴見支店長兼横浜北ブロッ

ク営業本部長
平成30年 ４月 浜銀TT証券株式会社　専務執行役員
平成30年 6 月 同常務取締役
令和 5 年 4 月 同代表取締役社長
令和 7 年 4 月 株式会社朋栄　顧問　（現任）

＜社外監査役候補者とした理由＞
同氏は金融機関において代表取締役社長等の要職を歴任し、企業経営の経験に加えて財務及び会
計に関する幅広い知見を有しております。上記の理由により、取締役の職務執行を公正に監査い
ただけるものと期待したため、新任の社外監査役候補者といたしました。

第３号議案　監査役３名選任の件
　監査役鈴木和重氏、下山秀弥氏、山内純子氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては監査役３名（うち女性１名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 12 －
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監査役選任議案

候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

新任

社外

独立

３

（昭和44年
11月5日 ）

いずみ

泉
 

　
た

多
え

枝
こ

子

　

平成 7 年 8 月 公認会計士登録

―

平成 8 年 7 月 株式会社オーガット入社
平成９ 年７ 月 ハイペリオン株式会社
平成10年 8 月 ソフトバンク株式会社　トレンドマイク

ロ株式会社へ出向・転籍
平成12年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会

社（現SBIホールディングス株式会社）
平成16年12月 SBIキャピタル株式会社
平成27年 4 月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会

社）
平成31年 4 月 史彩監査法人　パートナー
令和 2 年 9 月 パスロジ株式会社　社外監査役（現任）
令和 ３年 9 月 株式会社HIROTSUバイオサイエンス　

社外取締役監査等委員　（現任）
スプリング・アドバイザリー株式会社　
代表取締役　（現任）

令和 ７年 3 月 トレンドマイクロ株式会社　社外監査役　
（現任）

（重要な兼職の状況）
パスロジ株式会社　社外監査役
株式会社HIROTSUバイオサイエンス　社外取締役監査等
委員
スプリング・アドバイザリー株式会社　代表取締役
トレンドマイクロ株式会社　社外監査役

＜社外監査役候補者とした理由＞
同氏は公認会計士として財務会計に精通していることに加え、経営者及び監査役としての豊富な経
験と幅広い知見を有しております。上記の理由により、取締役の職務執行を公正に監査いただける
ものと期待したため、新任の社外監査役候補者といたしました。

（注）１．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．小野崎毅氏、泉多枝子氏は、社外監査役候補者であります。
３．社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

⑴　社外監査役候補者は、現在及び過去10年間に当社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３
項第19号の規定）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定）又は役員（業務執行者であるもの
を除く。）となってはおりません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲
受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に社外監査役でなく、か
つ業務執行者であったことはありません。

⑵　社外監査役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定は
なく、また、過去２年間に受けていたこともありません。

⑶　社外監査役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族そ
の他これに準ずる者ではありません。

⑷　監査役及び社外監査役との責任限定契約について
　当社は、監査役候補者 鈴木和重氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款第34条に基づき同
法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。本議案が承認可決され、鈴木和重

－ 13 －
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監査役選任議案

氏が再任された場合、当社との間で当該契約を継続する予定であります。また、社外監査役候補者 
小野崎毅氏、泉多枝子氏の選任が承認された場合、各氏と当社との間で同様の責任限定契約を締結す
る予定であります。
　当該責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
「監査役の当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金１百万円以上であらかじめ定めた額又は法令が
規定する額のいずれか高い額とする。」

⑸当社は、社外監査役候補者 小野崎毅氏、泉多枝子氏が社外監査役に選任された場合には、東京証券
取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

４．役員等賠償責任保険契約
　当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おります。当該保険契約の内容の概要は、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任
を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契
約により保険会社が補填するものであります。各監査役候補者の選任が承認されますと当該保険契約
の被保険者となります。

　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 14 －
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退任取締役に対する特別功労金贈呈議案

氏名 略歴

い く

生
た

田
 

　
ま さ

允
き

紀
昭和    31年    5 月　当社入社　取締役
昭和    35年    5 月　同取締役副社長
昭和    37年    5 月　同代表取締役社長
平成    20年    6 月　同代表取締役会長（現任）

第４号議案　退任取締役に対する特別功労金贈呈の件
　取締役生田允紀氏は、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます。
　昭和31年に当社取締役、昭和37年に同代表取締役に就任されて以来、生田允紀氏は長年にわたっ
て当社の経営を牽引し、当社はオイルショックやリーマンショックなどの危機を乗り越え、令和5年
には独立系企業として創立100周年を迎えるに至りました。
　つきましては、グループの発展に多大な貢献を果たされた生田允紀氏の功績と在任中の労に報いる
ため、役員退職慰労金制度（平成17年6月に廃止）に基づく積立済の役員退職慰労金とは別に、特別
功労金238百万円を贈呈することといたしたく存じます。
　本議案は、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断してお
ります。
　なお、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

以　上
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スキル・マトリックス

企業経営・
組織運営

法務・
内部統制

財務会計・
資本政策

人事・
労務・
人材開発

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ

技術（生産・
開発・

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）
IT・DX

取締役

生田久貴 ● ● ● ● ●
藤原清志 ● ● ●
藤森　聰󠄀 ● ● ● ● ●
大石敦彦 ● ● ● ●
山田秀雄※ ● ● ●
鈴木孝男※ ● ●
椎名　茂※ ● ● ● ● ●
白石真澄※ ● ●

監査役

鈴木和重 ● ● ● ●
小野崎毅※ ● ● ●
宮島　司※ ●
泉多枝子※ ● ● ● ●

【第２・３号議案をご承認いただいた場合の役員体制（参考資料）】
　当社の取締役・監査役が有する能力・経験は以下のとおりであります。

（注1） 上記の一覧表は各氏の経験等に加え期待するスキル項目を記載しており、各氏が有するすべての知見、経験を表すも
のではありません。

（注2） ※は社外役員であり、独立役員であります。
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事業の経過及びその成果

( 令和６年４月１ 日から )令和７年３月31日まで

事　業　報　告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

　当連結会計年度（令和６年４月１日～令和７年３月31日）における世界経済は、各国の政策
動向や中国の不動産不況、中東情勢をはじめとした地政学的リスク等により先行き不透明な状
況が続いたものの、堅調に推移しました。
　このような経営環境のなか当社の連結売上高は1,014億２千８百万円（前期比1.5％増）、連
結営業利益は30億３千１百万円（同17.5％減）、連結経常利益は28億４千５百万円（同
10.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は19億9千5百万円（同78.8％増）となりまし
た。

（事業別の連結売上高、営業利益の状況について）
［モビリティ事業］
四輪車・二輪車・汎用エンジン用燃料供給装置類及びエンジン関連機能品類の製造販売を行

う当事業では、インド子会社の好調継続や取引価格の適正化等が収益改善に貢献したものの、
北米市場を中心としたパワースポーツ製品（オートバイ、スノーモービル、船外機用製品等）
の需要低調やアセアン四輪市場の低迷が響いて、売上高は841億５千４百万円（前期比0.9％
増）、営業利益は23億６千２百万円（同26.8％減）となりました。
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事業の経過及びその成果

［ガステクノ事業］
ガス機器用制御機器類及び水制御機器類等の製造販売を中心とする当事業では、価格適正化

を進めたものの、中国の不動産不況による販売量の低迷や在庫の一部評価減等が影響し、売上
高は59億９百万円（前期比0.9％減）、営業損失は５億９千１百万円（前期並）となりまし
た。

［商社事業］
航空機部品類、芝管理機械等の輸入販売事業を中心とする当事業では、芝管理機械は取扱い

ブランドの変更が順調に進み増収となった一方、円安による原価高が影響した結果、減益とな
りました。航空機部品類は官民ともに需要が好調に推移したことから、売上高は89億８千９
百万円（前期比11.1％増）、営業利益は11億５千１百万円（同22.5％増）となりました。

［その他事業］
当セグメントについては、主力の福祉介護機器等の製造販売事業における製品ミックスの変

更により、売上高は23億７千４百万円（前期比2.9％減）となったものの、一昨年よりライン
ナップが拡充された天井走行リフトによる収益貢献等から、営業利益は１億９百万円（同
114.7％増）となりました。

－ 18 －
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事業の経過及びその成果

令和６年３月期
連結会計年度

令和７年３月期
連結会計年度 売上高の増減 営業利益の増減

売上高 営業利益 売上高 営業利益 金額 比率 金額 比率
モ ビ リ テ ィ
事 業 83,445 3,228 84,154 2,362 709 0.9％ △866 △26.8％

ガステクノ事業 5,960 △546 5,909 △591 △50 △0.9％ △44 一

商 社 事 業 8,089 939 8,989 1,151 900 11.1％ 211 22.5％

そ の 他 事 業 2,446 51 2,374 109 △71 △2.9％ 58 114.7%

合 計 99,941 3,672 101,428 3,031 1,487 1.5％ △640 △17.5％

事業別の連結売上高、営業利益は次のとおりであります。
（単位：百万円）

（注）１．営業利益欄の△は営業損失を示しております。
　　　２．数値は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　　３．当連結会計年度あるいは前連結会計年度の一方若しくは両方がマイナスの場合の増減率は
　　　　「－」としております。
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設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況、他の会社の事業の譲受けの状況、吸収合併又は吸収分割による他の
法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

⑵　設備投資の状況
当連結会計年度において当グループが実施した設備投資の総額は、53億１千１百万円であり

ます。
その内容は、新工場の建設、新機種の生産設備、既存機種の増産対応・合理化、新製品の開

発・基礎研究等にかかるものであります。

⑶　資金調達の状況
上記⑵の設備投資に要する資金につきましては、自己資金及び借入金で充当いたしました。
なお、当社は、運転資金の機動的な調達を行うため、取引銀行９行と総額62億円のコミット

メントライン契約（特定融資枠契約）を締結しております。
また、当連結会計年度において資金調達のための増資や社債発行はありません。

⑷　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑸　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑹　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑺　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

区分 第100期
(令和３/４～令和４/３)

第101期
(令和４/４～令和５/３)

第102期
(令和５/４～令和６/３)

第103期
（当連結会計年度）
(令和６/４～令和７/３)

売 上 高 百万円 百万円 百万円 百万円
80,789 93,847 99,941 101,428

営 業 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
3,318 3,089 3,672 3,031

経 常 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円
3,137 2,644 3,161 2,845

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益
（ 純 損 失 △ ）

百万円 百万円 百万円 百万円
1,318 △1,682 1,115 1,995

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益
（ 純 損 失 △ ）

円 円 円 円
39.31 △50.13 33.19 59.29

総 資 産 百万円 百万円 百万円 百万円
96,917 100,108 111,536 109,950

純 資 産 百万円 百万円 百万円 百万円
31,918 32,199 40,598 38,837

１ 株 当 た り 純 資 産 額 円 円 円 円
925.67 936.50 1,180.23 1,126.27

⑻　直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益（純損失△）は期中平均株式数、１株当たり純資産額は期末発行済株式数に
基づいて算出しております。なお、株式数の計算においては自己株式、「役員報酬BIP信託」及び
「株式交付ESOP信託」が保有する当社株式を控除しております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

ミ ク ニ パ ー テ ッ ク
株 式 会 社

百万円 ％ 内燃機関・車輌用等の機械器具、精
密機械器具及びそれら部品の金型設
計、製造販売480 100.0

株 式 会 社
ミクニエアロスペース

百万円 航空宇宙用機器・部品・材料等の輸
入販売358 100.0

ミ ク ニ 　 ア メ リ カ ン
コ ー ポ レ ー シ ョ ン

千米ドル 航空機部品の対日輸出及び四輪車
用・二輪車用機器の輸入及び製造販
売3,500 99.0

ミクニ（タイランド）
カンパニー　リミテッド

百万バーツ 四輪車用・二輪車用機器及び部品並
びに関連製品の製造販売420 93.0

ピ ー テ ィ ー 　 ミ ク ニ
イ ン ド ネ シ ア

千米ドル 四輪車用・二輪車用機器及び部品並
びに関連製品の製造販売15,000 98.3

上 海 三 国 精 密
機 械 有 限 公 司

千米ドル 四輪車用・二輪車用機器及び部品並
びに関連製品の製造販売17,914 90.2

浙 江 三 国 精 密
機 電 有 限 公 司

百万円
ガス用立ち消え安全装置及びガス器
具用電池電磁弁、四輪車・二輪車用
機器及び部品並びに関連製品の製造
販売

3,077 100.0

ミ ク ニ 　 イ ン デ ィ ア
プ ラ イ ベ ー ト
リ ミ テ ッ ド

千ルピー
1,735,000 98.2

四輪車用・二輪車用機器及び部品並
びに関連製品の製造販売

⑼　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）ピーティー　ミクニ　インドネシア及びミクニ　インディア　プライベート　リミテッドの出資比
率は、間接所有も含めております。

－ 22 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

事
業
報
告

2025/05/26 20:29:34 / 24181112_株式会社ミクニ_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題

⑽対処すべき課題
　当グループを取り巻く経営環境は、世界的な脱炭素化の推進に伴う構造変化が進む一方、自然災
害や地政学リスクなどによる不確実性が高まっております。こうした状況のなか、当グループでは
対処すべき主な課題を以下のとおり認識しております。
　　・地球や社会の持続可能性を高めることへの貢献
　　・パワートレインの電動化やエネルギーの多様化などへの対応
　　・感染症、自然災害、地政学リスク、ITインシデントなどに対する事業継続マネジメント
　　・世界的なインフレに伴う物価高及び人件費上昇への対応
　　・少子高齢化による生産年齢人口の減少を見据えた人的資本経営の推進
　　・健全な財務基盤の維持
　上記の課題に対処すべく、2024年からスタートさせた長期経営計画「VISION 2033」では、
「競争力の強化」と「企業特性を活かせる成長分野への挑戦」を要として体幹を強化する方針のも
と、以下の取り組みを進めております。
　　①　2050年カーボンニュートラルを目標にした取り組み
　　　　・省エネ活動・再エネ利用・エネルギー転換の推進
　　　　・サプライチェーンの上流・下流における温室効果ガス低減活動の継続展開
　　②　グローバル市場における存在価値向上を目指した取り組み
　　　　・パワートレインの電動化やエネルギーの多様化などに対応する技術・顧客・生産
　　　　　／調達戦略に基づいた総合商品計画の策定と遂行
　　　　・エンジニアリングサービス領域の拡大、システム提案力の強化
　　③　変化にすばやく対応できる開発・生産体制の構築に向けた取り組み
　　　　・小ロット生産体制やサプライヤーと一体となった高効率サプライチェーンの構築
　　　　・あらゆるリードタイムを短縮するプロセス改革の推進
　　④　コスト上昇に対する取り組み
　　　　・販売価格への適切な転嫁とサプライチェーン全体でのムダ排除によるコスト低減活動の
　　　　　推進
　　⑤　労働力人口の減少に対する対応
　　　　・IT活用やロボット導入などの一層の推進による、ひとが行う業務の絞り込み加速
　　　　・エンゲージメント増強プログラムの継続、健康経営におけるホワイト500認定の維持、
　　　　　リカレント教育拡大などによる現有人材の生産性向上及び離職率の低減
　　　　・2024年４月から運用開始した役割等級制度の円滑な運用
　　⑥　健全な財務基盤の維持に向けた取り組み
　　　　・在庫適正化や投資効率向上などによるキャッシュ・フロー及び資産効率の改善
　　　　・成長分野・得意分野への重点投資を含めた経営資源配分の全体最適化

また、変化する経営環境のなか、当社グループの普遍的な社会的価値を持続的成長の核に据えるべ
く、ブランドメッセージ「つくる　まもる　ひらく」を制定し、社員の行動指針を含めた企業理念
体系を整備しております。これらを礎に当社グループのブランドパワーを高め、企業価値の向上を
目指してまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場並びに子会社

事 業 区 分 主 要 な 製 品 ・ 事 業 内 容

モ ビ リ テ ィ 事 業
電子制御スロットルボデー、電動オイルポンプ、電動バキュームポンプ、
可変バルブタイミングシステム、冷却水制御バルブ、バキュームポンプ、　
ダイカスト製品類など

ガ ス テ ク ノ 事 業 ガス用立ち消え安全装置、電磁弁、ガス用電動開閉弁、ガス用流量制
御弁など

商 社 事 業 航空宇宙用機器・部品・材料・附属品、電装部品、芝刈機、芝管理機
械、ゴルフカートなど

そ の 他 事 業 福祉介護機器、身障者用運転補助装置、不動産管理など

⑾　主要な事業内容（令和７年３月31日現在）

名 称 所 在 地
本社 東京都千代田区
事業所及び工場 神奈川県小田原市、静岡県菊川市、岩手県滝沢市

名 称 所 在 地
ミクニパーテック株式会社 静岡県牧之原市
株式会社ミクニエアロスペース 東京都千代田区
ミクニ　アメリカン　コーポレーション 米国　カリフォルニア州
ミクニ（タイランド）カンパニー　リミテッド タイ　アユタヤ県
ピーティー　ミクニ　インドネシア インドネシア　ブカシ県
上海三国精密機械有限公司 中華人民共和国　上海市
浙江三国精密機電有限公司 中華人民共和国　浙江省
ミクニ　インディア　プライベート　リミテッド インド　ラジャスタン州

⑿　主要な営業所及び工場並びに子会社（令和７年３月31日現在）
①　当社の主要な営業所及び工場

②　主要な子会社
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

4,841（2,766）名 160名減（277名増）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,315（465）名 75名減（３名減） 42.8歳 19.5年

⒀　使用人の状況（令和７年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員（当グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当グルー
　　　　　プへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの
　　　　　派遣社員）は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しております。
　　　２．臨時雇用者数の増加は、主にタイとインドの現地法人における増員によるものであります。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数（パー
トタイマー、人材会社からの派遣社員）は、年間の平均人員を（　）内に外数で記載しておりま
す。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 9,465百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 7,292

株 式 会 社 横 浜 銀 行 5,652

株 式 会 社 岩 手 銀 行 5,030

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 4,213

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,690

⒁　主要な借入先の状況（令和７年３月31日現在）

⒂　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会社の株式に関する事項

⑴　発行可能株式総数 110,000,000株
⑵　発行済株式の総数 34,049,423株（自己株式36,870株を含む。）
⑶　株主数 11,556名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
風 の 会 持 株 会 1,979千株 5.82％
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 1,906 5.61
株 式 会 社 り そ な 銀 行 1,678 4.93
株 式 会 社 横 浜 銀 行 1,678 4.93
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,138 3.35
ミ ク ニ 総 業 株 式 会 社 1,016 2.99
生 田 允 紀 　 信 託 口 1,010 2.97
ス ズ キ 株 式 会 社 1,007 2.96
む つ き 持 株 会 922 2.71
ミ ク ニ 社 員 持 株 会 709 2.09

２．会社の株式に関する事項（令和７年３月31日現在）

⑷　大株主（上位10名）

（注）１．持株比率は、自己株式（36,870株）を控除して計算しております。
２．持株比率の計算において控除する自己株式に、「役員報酬BIP信託」及び「株式交付ESOP信

託」が保有する当社株式は含めておりません。
３．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

⑸　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
該当事項はありません。

⑹　その他株式に関する重要な事項
当社は、平成27年５月25日開催の取締役会及び平成27年６月26日開催の第93回定時株主総
会において、役員向け株式報酬制度「役員報酬BIP信託」の導入を決議し、令和２年８月７日
開催の取締役会で制度期間の延長、本制度に対する金銭の追加拠出を決議いたしました。
令和７年３月31日現在「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式は259,580株であります。
当社は、令和２年３月31日開催の取締役会において、従業員向け株式交付信託「株式交付
ESOP信託」の導入を決議し、令和５年９月25日開催の取締役会において、制度期間の延長を
決議いたしました。
令和７年３月31日現在「株式交付ESOP信託」が保有する当社株式は75,100株であります。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 会 長 生 田 允 紀

代 表 取 締 役 社 長 生 田 久 貴
ＣＥＯ（最高経営責任者）ＣＯＯ（最高執行責任者）
サステナビリティ委員会委員長
指名・報酬諮問委員会委員

取 締 役 杉 山 一 郎
常務執行役員　ＣＣＯ（チーフコンペティティブオフ
ィサー）　ＣＤＯ（最高デジタル責任者）
サプライチェーン本部長
サステナビリティ委員会運営統括

取 締 役 橋 本 　 徹
常務執行役員　ＣＴＯ（最高技術責任者）
ＣＱＯ（最高品質責任者）
商品戦略担当 知的財産戦略担当

取 締 役 藤 森 　 聰
常務執行役員　ＣＦＯ（最高財務責任者）ＣＳＯ（最
高戦略責任者）コーポレート本部長 コンプライアン
ス委員会委員長　商社事業担当　ガステクノ事業担当

取 締 役 山 田 秀 雄

指名・報酬諮問委員会委員長
山田・尾﨑法律事務所 代表弁護士
ヒューリック株式会社 社外取締役
サトーホールディングス株式会社 社外取締役
公益財団法人 橘秋子記念財団 理事長
吉本興業ホールディングス株式会社 社外取締役

取 締 役 鈴 木 孝 男 指名・報酬諮問委員会委員
株式会社キムラタン 社外取締役

取 締 役 椎 名 　 茂

慶應義塾大学理工学部 訪問教授
公益財団法人 日本障害者スキー連盟 会長/理事
C Channel株式会社 社外監査役
株式会社TAKARA & COMPANY 社外取締役
株式会社ホットリンク 社外取締役
マーヴェリック株式会社 代表取締役

取 締 役 白 石 真 澄 リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 社外取締役
イーサポートリンク株式会社 社外取締役

取 締 役 藤 原 清 志 合同会社Office F Vision 代表社員
SETO iS POWER株式会社 代表取締役

常 勤 監 査 役 鈴 木 和 重
常 勤 監 査 役 下 山 秀 弥 東海トリム株式会社 社外監査役

監 査 役 宮 島 　 司
ヒューリック株式会社 社外取締役
大日本印刷株式会社 社外取締役
株式会社ダイフク 社外監査役
朝日大学法学部 教授

監 査 役 山 内 純 子

３．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の状況（令和７年３月31日現在）
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会社役員に関する事項

氏 名 新 役 職 及 び 担 当 旧 役 職 及 び 担 当

杉 山 一 郎

取締役 常務執行役員
ＣＣＯ（チーフコンペティティブ
オフィサー）
ＣＤＯ（最高デジタル責任者）

取締役　常務執行役員
ＣＣＯ（チーフコンペティティブ
オフィサー）
ＣＤＯ（最高デジタル責任者）
サプライチェーン本部長
サステナビリティ委員会運営統括

橋 本 　 徹
取締役 常務執行役員
ＣＴＯ（最高技術責任者）
ＣＱＯ（最高品質責任者）

取締役　常務執行役員
ＣＴＯ（最高技術責任者）
ＣＱＯ（最高品質責任者）
商品戦略担当
知的財産戦略担当

（注）１．取締役山田秀雄氏、鈴木孝男氏、椎名茂氏、白石真澄氏、藤原清志氏は社外取締役でありま
す。なお、当社は５氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

２．常勤監査役下山秀弥氏、監査役宮島司氏、山内純子氏は社外監査役であります。
なお、当社は３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

３．常勤監査役鈴木和重氏は、当社の管理部門の要職及び国内グループ会社の代表取締役等を歴任
し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．令和７年４月１日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、現行定款第28条に
おいて同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これ
により当社と社外取締役との間で、責任限定契約を締結しております。

取締役山田秀雄氏、鈴木孝男氏、椎名茂氏、白石真澄氏、藤原清志氏の当該契約に基づく賠
償責任の限度額は、金１百万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高
い額としております。

当社は、監査役との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、現行定款第34条におい
て同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これによ
り当社と監査役との間で、責任限定契約を締結しております。

監査役鈴木和重氏、下山秀弥氏、宮島司氏、山内純子氏の当該契約に基づく賠償責任の限度
額は、金１百万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としてお
ります。
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会社役員に関する事項

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役・監査役・執行役員及び、
一部グループ会社の役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約の内
容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任
の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社
が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。

なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合は保険契約
の免責事項としており、また、補填する額に限度額を設けることにより、当該役員の職務の執
行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

⑷　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額
　　イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、独立社外取締役を委員長とし、その過半数を独立社外取締役で構成される任意の指
名・報酬諮問委員会の答申を経て、令和5年6月28日開催の取締役会において、「取締役の報
酬等の内容にかかる決定方針」の改定について決議しております。また、取締役会は、当事業
年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等
の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや指名・報酬諮問委員会からの答
申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しておりま
す。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。

当社の取締役の報酬につきましては、金銭と非金銭報酬（当社株式）により支給しておりま
す。固定報酬である金銭報酬は、役員報酬に関する規程に基づき、取締役としての責務、業務
執行状況等を勘案し、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定しており
ます。監査役の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。

業績連動報酬につきましては、金銭と株式による支給としており、指名・報酬諮問委員会の
答申を踏まえ、各取締役の報酬等の額及び算定方法を決定する権限を有する取締役会において
決定しております。取締役の職務執行を評価する指標としては、ROE、ROAなどのほか連結
経常利益の目標達成率が適当と考え、これらに応じた係数を50％から150％の範囲で求める
ほか、非財務指標として、主に環境への配慮として「CO２排出量低減に対する進捗」を業績
連動報酬に反映させております。
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会社役員に関する事項

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数（名）固定報酬 業績連動報酬

　　取　締　役
（うち社外取締役）

239
（30）

207
（30）

31
－

10
（5）

　　監　査　役
（うち社外監査役）

48
（26）

48
（26）

－
－

4
（3）

　　合　　　計
（うち社外役員）

288
（57）

256
（57）

31
－

14
（8）

また、以下に記載の報酬等の決定に際しましては令和６年３月期の連結経常利益等に応じた
係数である112％を参考に、役員報酬の世間水準や次期の業績予想を勘案するなど総合的な観
点から決定しております。

なお、業績連動報酬は、取締役山田秀雄氏を委員長とする指名・報酬諮問委員会において、
代表取締役が策定した原案を審議のうえ、取締役会で決定しております。固定報酬である金銭
報酬分の個人別の決定に関しては、取締役会の審議において最終的な決定を全取締役の同意の
もと、代表取締役社長生田久貴氏（担当：CEO（最高経営責任者）、COO（最高執行責任
者）、サステナビリティ委員会委員長、指名・報酬諮問委員会委員）に委任しております。生
田久貴氏に委任した理由は、当グループの業績等を勘案し各取締役の担当部門の実績を評価す
るにあたり、代表取締役社長が適していると判断したためであります。

ロ.当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　　　２．当事業年度末現在の取締役は10名（うち社外取締役は５名）、監査役は４名（うち社外監査

役は３名）になります。
３．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第84回定時株主総会において年額500百

万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該決議時点
の取締役の員数は９名でありました。また、当該金銭報酬とは別枠で、平成27年６月26日
開催の第93回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する株式報酬制度（BIP
信託）の限度額として、５事業年度を対象に合計200百万円と決議いただいております。当
該決議時点の対象取締役の員数は６名でありました。なお、令和２年８月７日開催の取締役
会で制度期間の延長、本制度に対する金銭の追加拠出を決議しております。

４．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第84回定時株主総会において年額72百
万円以内と決議いただいております。当該決議時点の監査役の員数は４名でありました。

５．上記のほか、非金銭報酬（当社株式）として取締役５名に対する役員株式報酬７百万円を計
上しております。
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会社役員に関する事項

⑸　社外役員に関する事項
①　他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役藤原清志氏は、合同会社Office F Visionの代表社員、SETO iS POWER株式会社の
代表取締役であります。当社と合同会社Office F Vision、SETO iS POWER株式会社との間
には特別な利害関係はありません。

取締役山田秀雄氏は、山田・尾﨑法律事務所の代表弁護士、公益財団法人 橘秋子記念財団
の理事長であります。当社と山田・尾﨑法律事務所、公益財団法人 橘秋子記念財団との間に
は特別な利害関係はありません。

取締役椎名茂氏は、マーヴェリック株式会社の代表取締役、公益財団法人 日本障害者スキ
ー連盟の会長/理事であります。当社とマーヴェリック株式会社、公益財団法人 日本障害者ス
キー連盟との間には特別な利害関係はありません。

②　他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係
取締役山田秀雄氏は、ヒューリック株式会社、サトーホールディングス株式会社、吉本興業

ホールディングス株式会社の社外取締役であります。当社とヒューリック株式会社、サトーホ
ールディングス株式会社、吉本興業ホールディングス株式会社との間には特別な利害関係はあ
りません。

取締役鈴木孝男氏は、株式会社キムラタンの社外取締役であります。当社と株式会社キムラ
タンとの間には特別な利害関係はありません。

取締役椎名茂氏は、慶應義塾大学理工学部訪問教授、C Channel株式会社の社外監査役、株
式会社TAKARA＆COMPANY及び株式会社ホットリンクの社外取締役であります。当社と慶
應義塾大学、C Channel株式会社、株式会社TAKARA & COMPANY及び株式会社ホットリ
ンクとの間には特別な利害関係はありません。

取締役白石真澄氏は、リョーサン菱洋ホールディングス株式会社、イーサポートリンク株式
会社の社外取締役であります。当社とリョーサン菱洋ホールディングス株式会社、イーサポー
トリンク株式会社との間には特別な利害関係はありません。

監査役下山秀弥氏は、東海トリム株式会社の社外監査役であります。当社と東海トリム株式
会社との間には特別な利害関係はありません。

監査役宮島 司氏は、ヒューリック株式会社及び大日本印刷株式会社の社外取締役、株式会
社ダイフクの社外監査役、朝日大学法学部教授であります。当社とヒューリック株式会社、大
日本印刷株式会社、株式会社ダイフク及び朝日大学との間には特別な利害関係はありません。
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会社役員に関する事項

取 締 役 会 （ 1 3 回 開 催 ） 監 査 役 会 （ 1 2 回 開 催 ）
出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 山 田 秀 雄 13回 100％ － －
取 締 役 鈴 木 孝 男 13 100 － －
取 締 役 椎 名 　 茂 13 100 － －
取 締 役 白 石 真 澄 13 100 － －
取 締 役 藤 原 清 志 13 100 － －
常 勤監 査 役 下 山 秀 弥 13 100 12回 100％
監 査 役 宮 島 　 司 13 100 12 100
監 査 役 山 内 純 子 13 100 12 100

③　当事業年度における主な活動状況
イ．取締役会及び監査役会への出席状況

ロ．取締役会等における発言状況
取締役山田秀雄氏は弁護士の資格を持ち、法的な専門知識を有するほか、他社における社

外取締役及び社外監査役の実績を有しております。当社においては、任意の指名・報酬諮問
委員会の委員長を務めております。

取締役鈴木孝男氏は通商産業省（現 経済産業省）における豊富な経験に加え、経営者と
しての経験と幅広い見識を有しており、他社において社外取締役の実績があります。

取締役椎名茂氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、他社において社
外取締役及び社外監査役の実績があります。

取締役白石真澄氏は大学教授、学識経験者としての幅広い実績と見識を有しており、他社
において社外取締役及び社外監査役の実績があります。

取締役藤原清志氏は自動車メーカーにおいて代表取締役、開発責任者を歴任し、会社の経
営、モビリティ業界、カーボンニュートラルに関する豊富な経験と幅広い知見を有しており
ます。
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会社役員に関する事項

常勤監査役下山秀弥氏は、金融機関の執行役員としての実績があり、他社において社外取
締役及び社外監査役の実績があります。

監査役宮島司氏は、大学教授、学識経験者としての幅広い実績と見識を有し、弁護士の資
格を持ち法的な専門知識を有するほか、他社において社外取締役及び社外監査役の実績を有
しております。

監査役山内純子氏は、他社において取締役及び金融機関の社外取締役（監査等委員）の実
績があり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。

このような経験と知見をもとに各取締役及び各監査役は、取締役会において、客観的な視
点から意見を述べるとともに、意思決定の妥当性・適正性・適法性を確保するための発言を
行っております。

また、各監査役は、監査役会において、監査に関する重要事項の協議や監査結果について
意見交換等を行っております。さらに各取締役及び各監査役は代表取締役等との間で定期的
な意見交換等も行っております。

ハ．社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役山田秀雄氏、鈴木孝男氏、椎名茂氏、白石真澄氏、藤原清志氏の各氏は、上記

のとおり、取締役会及びその他の重要な会議等において、客観的な視点から意見を述べるな
ど、意思決定の妥当性・適正性・適法性を確保するなどのための役割を果たしております。

また、社外取締役のうち、山田秀雄氏、鈴木孝男氏は任意の指名・報酬諮問委員を務め、
取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしてお
ります。

なお、任意の指名・報酬諮問委員会の委員長は、取締役山田秀雄氏が務めております。
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会計監査人に関する事項

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 30

４．会計監査人に関する事項
⑴　名称　　　　　　　　　　監査法人日本橋事務所

⑵　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の重要な子会社のうち、ミクニ　アメリカン　コーポレーション、ミクニ（タイランド）
カンパニー　リミテッド、ピーティー　ミクニ　インドネシア、上海三国精密機械有限公司、
浙江三国精密機電有限公司、ミクニ　インディア　プライベート　リミテッドは、当社の会計
監査人以外の監査法人の監査を受けております。

３．監査役会は、日本監査役協会公表の「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考とし、取
締役が当該監査人に対する報酬について相当であると判断した事由を基に、会計監査人の監査
計画の範囲及び内容、職務の遂行状況等、必要事項の確認及び検証を行い、当事業年度の報酬
額の見積もりの妥当性を検証した結果、同報酬について会社法第399条第１項に基づく同意を
行っております。

⑶　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役
会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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連結貸借対照表

（令和７年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金　　額 科 目 金　　額
（ 資 　  産 　  の 　  部 ） （ 負 　  債 　  の 　  部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

60,718
1,756

72
2,156

21,681
18

17,728
6,759
3,351
7,306
△112

49,232

37,558
8,769

11,132
2,236

11,660
979

2,779
622
383
239

11,051
8,740
1,004
1,465
△158

　

流 動 負 債 46,344
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 10,190
電 子 記 録 債 務 2,175
契 約 負 債 479
短 期 借 入 金 18,622
１年内返済予定長期借入金 6,081
リ ー ス 債 務 470
未 払 金 及 び 未 払 費 用 4,513
未 払 法 人 税 等 524
賞 与 引 当 金 1,588
製 品 保 証 引 当 金 181
役 員 功 労 引 当 金 238
そ の 他 1,278

固 定 負 債 24,768
長 期 借 入 金 15,291
リ ー ス 債 務 683
繰 延 税 金 負 債 3,416
再評価に係る繰延税金負債 2,302
退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,899
役員報酬BIP信託引当金 86
株 式 交 付 引 当 金 20
そ の 他 1,067

負 債 合 計 71,112
（ 純  資  産  の  部 ）
株 主 資 本 20,922
資 本 金 2,215
資 本 剰 余 金 1,954
利 益 剰 余 金 16,900
自 己 株 式 △147

その他の包括利益累計額 17,007
その他有価証券評価差額金 4,646
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 207
土 地 再 評 価 差 額 金 5,183
為 替 換 算 調 整 勘 定 6,399
退職給付に係る調整累計額 570

非 支 配 株 主 持 分 907
純 資 産 合 計 38,837

資 産 合 計 109,950 負 債 及 び 純 資 産 合 計 109,950

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

( 令和 6 年 4 月 1 日から )令和 7 年 3 月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 101,428
売 上 原 価 85,752

売 上 総 利 益 15,675
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 12,644

営 業 利 益 3,031
営 業 外 収 益 851

受 取 利 息 ・ 配 当 金 289
為 替 差 益 217
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 26
賃 貸 収 入 138
補 助 金 収 入 58
そ の 他 121

営 業 外 費 用 1,037
支 払 利 息 856
賃 貸 費 用 94
そ の 他 86
経 常 利 益 2,845

特 別 利 益 3,387
固 定 資 産 売 却 益 46
投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,084
関 係 会 社 清 算 益 1,250
そ の 他 5

特 別 損 失 2,536
固 定 資 産 売 却 等 損 失 125
減 損 損 失 2,102
役 員 功 労 引 当 金 繰 入 額 238
退 職 給 付 制 度 移 行 損 56
そ の 他 14

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,696
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,844
法 人 税 等 調 整 額 △165
当 期 純 利 益 2,017
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 21
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,995

連 結 損 益 計 算 書
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連結計算書類に係る会計監査報告

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所
　東京都中央区
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 青 木 孝 裕
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 千 葉 茂 寛

独立監査人の監査報告書
令和7年5月15日

株式会社　ミクニ
取 締 役 会 　 御 中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ミクニの令和6年4月1日か
ら令和7年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社ミクニ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社
及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計
算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報
告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

－ 38 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2025/05/26 20:29:34 / 24181112_株式会社ミクニ_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、
構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実
施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所
　東京都中央区
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 青 木 孝 裕
指 定 社 員
業務執行社員公認会計士 千 葉 茂 寛

独立監査人の監査報告書
令和7年5月15日

株 式 会 社 　 ミ ク ニ
取 締 役 会 　 御 中

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ミクニの令和6年4月1日から令

和7年3月31日までの第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上
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監　査　報　告　書
当監査役会は、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの第103期事業年度における取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告
を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施いたしました。
　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
　　受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
　　び財産の状況を調査いたしました。
　　　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
　　応じて子会社から事業の報告を受けました。
　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
　　制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
　　会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
　　決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、内部監査部門及びその他
　　の使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
　　見を表明いたしました。
　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
　　に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
　　た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
　　131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
　　いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
　　るものと認めます。
　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
　　は認められません。
　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
　　　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に
　　ついても、指摘すべき事項は認められません。
⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
令和７年５月15日

株 式 会 社 ミ ク ニ 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 鈴木和重㊞
常 勤 監 査 役
( 社 外 監 査 役 ) 下山秀弥㊞

監 査 役
( 社 外 監 査 役 ) 宮島　司㊞

監 査 役
( 社 外 監 査 役 ) 山内純子㊞
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

定時株主総会会場ご案内図

東京都千代田区外神田六丁目13番11号

ミクニビル　２階　ミクニホール

・東京メトロ銀座線末広町駅より徒歩２分
・東京メトロ千代田線湯島駅より徒歩７分
・JR秋葉原駅（電気街口）、つくばエクスプレス秋葉原駅（A3出口）より徒歩10分
※駐車場・駐輪場のご用意はございません。公共交通機関をご利用ください。

　　　※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
　　　　何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。


